


（３）成長に資するカーボンプライシングが機能するための基盤の整備
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政策対応の方向性

 炭素削減グローバル競争の前面に立つ企業等、トップ層は果敢な取組を見せ
ている※中で、これらの動きを、「国全体の削減目標の達成」と、「経済の成長」
に繋げ、更に世界全体のCN実現に貢献する仕掛けを考えることが必要。
※TCFD賛同機関数は465（世界一）。開示の質も世界トップレベル（CDP）

【イメージ】
• 証書を活用した調達エネルギーのCN化と、クレジットを活用した生産活動・サプライ

チェーンから排出されるCO2の低減
• オフセットを活用した製品の高付加価値化。クレジットファイナンスによる国全体の

省エネ・森林等の吸収源対策・新技術への投資促進

 また、EU等が検討を進める炭素国境調整措置について、研究会でまとめた
「基本的な考え方」に基づき、他国の動向も踏まえつつ、戦略的な対応を行う。

 同措置においては、国ごとの炭素コストの把握が求められる可能性があるた
め、我が国の取組の現状（前ページ）を対外的に説明する一方で、化石燃料
諸税・FIT賦課金等を含めた日本の現状の整理も重要。

 なお、そもそもとして、CN社会における産業構造やビジネス実態を念頭にした、
税制、排出量取引、規制を含めたCP制度全体のあるべき姿についても引き
続き整理・検討が必要。

（１）既存の国内クレジット取引市場の活性化

 直近では、調達エネルギーの脱炭素化（RE100等）やパリ協定と整合した排出
削減（SBT）等の国際的なイニシアティブの要請や、取引慣行の変化等を受け
て、クレジット取引の活性化についてニーズが高まっている状況。

 クレジット取引の市場を活性化することで、民間主体でのプライシングがより
一層加速するとともに、国全体としてもCO2削減への取組が加速する。

検討の方向性
①気候変動対策を先駆的に行う企業群が集積し、炭素削減価値が市場で評価
される枠組みの構築（専門家も交えた議論）

※企業の自主的な取組を尊重しつつ、国の削減目標との関係で産業界の取組の進捗
が芳しくない場合は、政府によるプライシングも視野。

（２）中長期に亘り行動変容をもたらすための枠組みの検討

 炭素含有量（カーボンフットプリント）を精度高く見える化・トラッキング出来れ
ば、企業や消費者が、低炭素な財を選択できる可能性が高まる。また、炭素
国境調整措置においても、製品に含まれる炭素の計測が求められる可能性。

検討の方向性
① IT技術等も活用したカーボンフットプリントの基盤整備（専門家も交えた議論）
② 蓄電池のカーボンフットプリント（制度的枠組みを含む）の検討（2021年度目途）

 CNを実現する上で、企業によるオフセットの需要は高まっている。また、ISO
等の議論においては、クレジットの取扱いを議論中。我が国として、クレジット
取引の透明性確保や、国内における取扱いの明確化が必要。

検討の方向性
① CNを目指す上でのクレジットの位置づけの明確化（専門家も交えた議論）

 CNを巡る各国政策は、規制、経済的手法、財政政策、金融政策、産業政策など様々な新しい挑戦が試行段階であり、各国事情に加えて、グ
ローバルビジネスの変化に合わせて、スピード感をもって政策対応することが肝要。本研究会では、足下の企業ニーズに応じた対応を（１）、中
長期に向けた対応を（２）で提示するが、外部環境の変化に応じて、柔軟かつ迅速にアジャイル型での政策立案を目指していくことも重要。

具体的なアクション
① 非化石電源投資を促進するキャップ＆トレードである非化石価値取引市場にお

いて、需要家の直接購入や利便性向上等、制度全体の見直しを進める
② J-クレジット制度において、質を確保しながら供給を拡大し、デジタル化推進、

自治体との連携等の更なる制度環境整備を進める。
③ JCMについて、今後の活用拡大に向け、プロジェクトの大規模化や資金源の多

様化、パートナー国拡大、民間資金の活用を目指した制度運用の改善を進める。

② 炭素国境調整措置への戦略的対応
③ CN社会を実現する上でのあるべきCP制度全体についての継続的な検討





◆ア及びイの詳細・関係性については、次ページに記載。
◆今後、具体的な制度設計について、専門的な議論を進め、2022年度からの実証開始を目指す。

①ア 企業が排出削減目標を設定し、国が実績を確認する
「カーボンニュートラル・トップリーグ（仮称）」（※）

＋

①イ 企業が国内外の質の高いクレジットを取引する
「カーボン・クレジット市場（仮称）」

※ 企業の自主性を尊重した制度設計から開始するが、国の削減目標との関係で
産業界の取組の進捗が芳しくない場合は、政府によるプライシングも視野。 ・目標設定機能

・実績確認機能
・ブランディング機能
・ESG資金呼び込み機能

・価格公示機能
・投資促進機能
・排出量調整機能
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①ア及び①イ のイメージについて（１）





② IT技術等も活用したカーボンフットプリント（CFP）の基盤整備

◆炭素含有量（CFP）のトラッキングが出来れば、企業や消費者が、低炭素な財を選択できる可能性
が高まる。また、炭素国境調整措置においても、製品に含まれる炭素の計測が求められる。

◆特に、EUが進める炭素国境調整措置は、欧州委員会が2021年７月14日に、鉄鋼・アルミ・セメン
ト等、CO2多排出産業の特定産品を対象とする制度案を公表。また、EUはCFPを踏まえたバッテリー
の表示義務や規制についても検討。こうした外国の動きも見据えつつ、国際競争力を高める観点から、
特定製品のLCA/CFPの分析を進めることも必要。

◆今後、IT技術等も活用したカーボンフットプリントの基盤整備については、専門的な議論を進める。

◆特に、例えば、蓄電池のライフサイクルでのCO2排出の見える化については、2021年度を目途に、制
度的枠組みを含めその在り方を検討するとともに、その実施方法についても、早急に具体化を進める。
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②のイメージについて






